
 

 

～これからの学校運営の仕組み「コミュニティ・スクール」～ 

  

 

 

  子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化・多様化しており、教育改革、地方創生等の   

 観点からも、学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールは「地域とともにある学校づくり」に有効なツールです 

 

    

 

     地方行政の組織及び運営に関する法律の改正(平成 29 年 3 月) 

    →協議会の設置について、教育委員会に対して努力義務を課す 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省の第三期教育振興基本計画では、2022 年度までに「すべての公立学校において学校運

営協議会制度が導入されること」「すべての小中学校区において地域学校協働活動が推進されるこ

と」を目指すとされており、すでにその実現に向けた動きは各方面で進んでいます。 
安足管内でも今年度、佐野市立あそ野学園義務教育学校で、コミュニティ・スクールが他校に先駆けて導

入されました。（取組の詳細については、次年度の安足の研修で紹介をさせていただきます。） 

 

 

 

 

 

第６７号  ２０２１年３月１５日  安足教育事務所ふれあい学習課 
TEL.0283-23-1471 FAX.0283-23-4274 mail: ansoku-kyouiku＠pref.tochigi.lg.jp 

Society5.0・グローバル化  (生産年齢)人口減少の進行  共生社会  児童虐待の増加 
貧困問題の深刻化  地域社会のつながりや支え合いの希薄化  子どもたちの規範意識や社会性等の課題   
複雑化・多様化した学校の課題に伴う教職員の勤務負担 新型コロナウイルス感染症対策 等 

子どもや学校の抱える課題の解決、未来を担う子どもたちの豊かな成長のためには、 

  社会総掛かりでの教育の実現が不可欠です。 

 社会総掛かりで教育を実現する上で、これからの公立学校は「開かれた学校」から更に一歩踏み出し、地

域でどのような子どもたちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを地域住民等と共有

し、地域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校」へと転換していくことが重要です。 

文部科学省・2018 文部科学省・2020 

参考 

中央教育審議会答申(平成 27 年 12 月) 
→全ての公立学校において学校運営協議会の設置を目指すべき 
 

栃木県内では、公立の 29.6％

の学校でコミュニティ・スクー

ルが導入されています。(R2) 

文部科学省の HP に具体的な事例等が

多数掲載されています。 



令和２年度も、間もなく終わろうとしていま

す。昨年度から続くコロナ禍の影響により、今

年度も様々な場面で制限を受ける中での１年と

なってしまいました。県や教育事務所でも、予

定していた事業の多くが中止もしくは規模を縮

小しての実施となりました。そのような中、「コ

ロナ禍により心許ない差別が起こっている」「今

まで築き上げてきた人と人とのつながりが途絶

えようとしている」といった話も聞かれます。

このような時だからこそ生涯学習の果たすべき

役割が重要であると再確認する一年でした。コ

ロナ以前の状況を懐かしむのではなく、新しい

時代の生涯学習のあるべき姿を思い 

浮かべながら次年度を前向きな 

姿勢でスタートさせたいと思っ 

ています。 

今年一年、事務所の様々な事業に御協力いた

だきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度、実施方法に変更があります。詳細は後日、通知にてお知らせします。 

該当する先生方は、よく確認して参加するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新任地域連携教員研修は、今年度までは総合教育センターでの１日の研修（悉皆）でしたが、次年度は、各所属 

校等でのリモート研修（半日）と、各地区での研修（半日）を合わせて１日の研修（悉皆）となります。 

※次年度、安足地区の地区別地域連携教員研修(必須)は、安足地区地域連携教員研修①として６月１１日(金)に実施 

します。なお、ネットワークづくりを主目的にしていた研修内容はそのまま残し、安足地区地域連携教員研修 

②として１１月４日(木)に実施します。こちらへの参加については、任意となりますが、多数の参加をお待ちい 

たしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３(2021)年度 県が主催する生涯学習関連行事予定 

 

 

 ６月 ３日(木) 安足地区人権教育指導者一般研修         佐野市葛生あくとプラザ 

 ６月１１日(金) 安足地区地域連携教員研修①           佐野市田沼中央公民館 

 ７月１６日(金) 安足地区ＰＴＡ指導者研修Ⅰ           佐野市田沼中央公民館 

 ９月 ２日(木) 栃木県少年の主張発表安足地区大会        足利市民プラザ 

 ９月２９日(水) 安足地区公民館職員研修             足利市生涯学習センター 

１０月１５日(金) 安足地区ふれあい学習研修会〔第１回〕      安蘇庁舎 
               （社会教育主事有資格者ステップアップ研修Ⅰ） 

１０月２７日(水)  ～１０月２９日(金) 不登校児童生徒支援事業   太平少年自然の家 

         （不登校児童生徒合同宿泊体験学習：ふれあいキャンプ【県西地区】） 

１１月 ４日(木) 安足地区ふれあい学習研修会〔第２回〕      安蘇庁舎 
               (安足地区地域連携教員研修②) 

〔令和４(2022)年〕 

 ２月 ３日(木) 安足地区ふれあい学習ネットワーク        足利市民プラザ 

※次年度、安足地区の地区別地域連携教員研修(必須)は、安足地区地域連携教員研修①として６月１１日

(金)に実施します。なお、ネットワークづくりを主目的にとしていた研修内容はそのまま残し、安足地区

地域連携教員研修②として１１月４日(木)に実施します。こちらへの参加については、任意となります 

 

地域連携教員研修について 

こんな場面で支援します！ 

家庭教育学級・親子学習・保護者会・就

学時健康診断・PTA 研修・現職教育・

企業研修 など 

☆ 学習テーマ例 
参加体験型学習のポイント 

人権感覚を高めよう 

子どもへの接し方 

親子のふれあい 

自分の考えが生かされるとき 

学校支援ボランティア 

☆お電話お待ちしています

☆ 
栃木県教育委員会事務局 

安足教育事務所 

ふれあい学習課 

０２８３－２３－１４７１ 

新任地域連携教員研修①
(悉皆)

新任地域連携教員研修②
（悉皆）

安足地区地域連携教員研修①
（必須）

安足地区地域連携教員研修②
(任意)

地域連携教員研修
(任意)

主催
県総合教育センター
※専門研修1

県総合教育センター
※専門研修1

安足教育事務所
（ふれあい学習課）

安足教育事務所
（ふれあい学習課）

県総合教育センター

期日 ５月１１日(火)～２１日(金)
６月１１日(金)
１０：００～１２：３０

６月１１日(金)
１４：００～１６：３０

１１月４日(木)
１４：００～１６：３０

１１月１６日(火)
　９：３０～１６：００

会場 各所属校等 佐野市田沼中央公民館 会議室 佐野市田沼中央公民館 ホール 安蘇庁舎 大会議室 県総合教育センター

内容　
・オンデマンド研修
・内容については現在調整中

・地域連携教員の役割と実際
・教育課程と地域連携活動　等

・成果と課題
・今後の取組

備考
・新任地域連携教員の旅費は県
が負担します。

・地域連携教員の旅費は県が
負担します。

・地域連携教員の旅費は各所
属負担となります。

・地域連携教員の旅費は各
所属負担となります。

・地区別での各学校の取組状況の情報交換
・近隣の学校間や異校種間での活動の充実
・ネットワークづくり　等


